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福岡県の里親委託の現状について 



令和７年度福岡県要保護児童対策地域協議会

日時：令和７年１１月２８日（金） １５：００～

会場：福岡県中小企業振興センター ２０２会議室

福岡県 福祉労働部 こども福祉課 社会的養護支援係長 吉田 幸平
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関係機関連携
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社会的養護

保護者のない児童や、保護者に監護させることが適当で
ない児童を公的責任で社会的に養育し、保護するとともに、
養育に大きな困難を抱える家庭への支援を行うこと。

具体的には…

児童福祉法に基づき、保護を要するこどもを里親

やファミリーホーム、乳児院・児童養護施設などの

児童福祉施設で養育すること。

福岡県では約1,800人のこどもたちが様々な事情

で親と一緒に暮らすことができず、里親のもとや、

児童福祉施設で暮らしています。

社会的養護制度



社会的養護

家庭養護

施設養護

養子縁組※委託中

里親

ファミリーホーム
（小規模住居型児童養育事業）

乳児院

児童養護施設

児童心理治療施設

児童自立
支援施設

母子生活支援
施設

自立援助ホーム
（児童自立生活援助事業所Ⅰ型）

対象児童：
1,831人

委託児童：
467人

108人

社会的養護のイメージ（福岡県）

措置児童：
1,256人

（R7.3.31現在）
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家庭と同様の環境における養育の推進

… こどもの成長・発達にとって最も自然な環境であり、安定した養育環境

○ そのため、家庭においてこどもの養育を行う里親・ファミリーホームへの委託を

特定の大人との愛着関係を形成することは、こどもの心身の健やかな成長や

発達のために重要であるため、様々な理由で家庭で暮らせないこどもについても

○ 支援の実施に当たっては、地域ごとに児童相談所や里親支援センター等が連携しな

がら包括的な支援体制を構築し、地域全体で里親・ファミリーホームの支援を行う

推進することが非常に重要

家庭

家庭と同様の環境における養育を推進する必要がある

ことが求められる

家庭養育の重要性



• 虐待や親との死別など様々な理由で自らの家庭で暮らすことができない
こどもたちを保護者に代わって、自分の家庭に迎え入れ、あたたかい愛
情と正しい理解をもって育てる制度。

種類 内容

養育里親
何らかの事情により、保護者の家庭で育てることができなくなったこどもを
養育する里親。

専門里親
専門的な知識や技術を習得し、虐待などにより心身に影響を受けたこど
もや、障がいのあるこどもを養育する里親。

養子縁組里親 養子縁組によって養親となることを希望する里親。

親族里親 扶養義務のある親族がこどもを養育する里親。
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里親制度

里親制度とは

里親の種類

• 児童福祉法に基づき、里親として登録された方に家庭で生活できないこ
どもの養育を県が委託。
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こども計画数値目標

R7 R8 R9 R10 R11

3歳未満 47.5％ 56.1％ 64.7％ 72.6％ 75.0％

3歳以上就学
前

46.3％ 54.6％ 62.7％ ６９.７％ 75.0％

就学期以降 32.9％ 36.4％ 40.7％ 45.5％ 50.0％

要保護児童の里親等への委託率（政令市除く）
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福岡県の里親等委託率の推移

本県では、平成24年度から県が所管する各児童相談所に里親専任職員を配置し、令和２年

度から里親・施設課を設置。また、同年度から民間里親支援機関とともに里親制度の普及啓

発や里親の新規開拓、養育体験事業などに取り組んでいる。令和６年度末の里親等委託率

（政令市除く。）は 30.2％。
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福岡県における里親等委託率向上のための取組

取組 内容

里親・ファミリーホームへの
委託の推進

• 家庭養育優先の理念に基づく「里親委託の原則」
• こどもと里親の丁寧なマッチング
• 支援機関での適切な情報共有
• 里親間の相互交流の促進

里親制度等の普及啓発
（県、里親支援センター）

• 里親専門ポータルサイト「ふくおかの里親さん」をはじめ、
「県だより」、県広報ラジオ、県公式LINEなどで啓発。

• 里親に関心のある方を対象に里親制度に関する説明会
を市町村単位などで実施。

里親養育包括支援
（里親支援センター）

① 里親制度等普及促進・リクルート業務
② 里親等研修・トレーニング業務
③ 里親等委託推進業務
④ 里親等養育支援業務
⑤ 里親等委託児童自立支援業務

ファミリーホームの設置促進 • 里親や施設職員など経験豊かな養育者による設置促進。


